
　西脇市では、参画と協働によるまちづくりを基本
に、さまざまな団体が実施する個性あふれるまちづ
くりを支援しています。
　この事業は非営利で公益的な市民活動団体の取り
組みをサポートするものです。地域の景観を美しく
する活動や子育て支援、青少年の健全育成など多岐
にわたる活動を支援します。昨年度は９団体が事業
を活用して、特色あるまちづくり活動を展開しました。
※応募には公開プレゼンテーションへの参加が条件
　です。
■提出書類
・西脇市市民提案型まちづくり事業企画書（まちづ   
　くり課またはホームページから入手できます）
・実施団体概要書（規約、決算書、会報その他活動
　内容が分かる書類）
・会員名簿　など
■募集期間
　５月１日（火）から６月８日（金）までの午前９
時から午後５時まで（土・日・祝日を除く）
■提出方法
　まちづくり課へ持参または郵送（期間内必着）し
てください。
■提出先・問合せ
　〒677-8511　西脇市郷瀬町 605
　まちづくり課（☎市役所内線 521）

◆
報
酬
額

　
１
開
催
に
つ
き
３
，
７
０
０
円

（
３
時
間
未
満
の
場
合
）

◆
応
募
方
法

　
所
定
の
応
募
用
紙
に
①
住
所
②

氏
名
③
年
齢
④
電
話
番
号
⑤
略
歴

・
応
募
の
動
機
を
記
入
し
、
持
参
、

郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　
応
募
用
紙
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

ま
た
、
請
求
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送

し
ま
す
。
期
間
内
必
着
で
ご
応
募

く
だ
さ
い
（
持
参
の
場
合
、
土
曜
、

日
曜
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
）。

◆
選
考
方
法

　
応
募
書
類
に

よ
り
選
考
し
、

結
果
は
応
募
者

全
員
に
通
知
し

ま
す
。

西
脇
市
地
域
福
祉
計
画
推
進
会
議

◆
応
募
資
格

①
市
内
に
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在

　
学
す
る
18
歳
以
上
の
方
（
平
成

　
30
年
５
月
１
日
現
在
）

②
平
日
開
催
の
２
時
間
程
度
の
会

　
議
に
出
席
で
き
る
方

③
本
市
の
他
の
審
議
会
等
の
委
員

　
で
な
い
方

◆
募
集
人
数　
２
人

◆
応
募
期
間

　
５
月
１
日
（
火
）〜
25
日
（
金
）

◆
会
議
の
内
容
（
年
４
回
程
度
）

　
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
重

要
事
項
を
審
議
し
ま
す
。

◆
任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

◆
会
議
の
構
成
員

　
20
名
以
内（
学
識
経
験
者
な
ど
）

◆
応
募
・
問
合
せ

　
〒
６
７
７-

８
５
１
１

　
西
脇
市
郷
瀬
町
６
０
５

　
社
会
福
祉
課

　
☎
市
役
所
内
線
２
６
３

　
　

22-

６
０
３
７

　
　
　fukushi@

city.nishiw
a

　
　

 ki.lg.jp

西
脇
市
都
市
計
画
審
議
会

◆
応
募
資
格

①
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
す
る

　
18
歳
以
上
の
方（
高
校
生
不
可
）

②
平
日
昼
間
開
催
の
２
時
間
程
度

　
の
会
議
に
出
席
で
き
る
方

③
本
市
の
他
の
審
議
会
等
の
委
員

　
で
な
い
方

④
都
市
計
画
の
知
識
の
あ
る
方

◆
募
集
人
数　
１
人

◆
応
募
期
間

　
５
月
11
日
（
金
）〜
25
日
（
金
）

◆
会
議
の
内
容
（
年
４
回
程
度
）

　
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や

都
市
施
設
に
関
す
る
こ
と
な
ど

◆
任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

◆
会
議
の
構
成
員

　
15
名
以
内（
学
識
経
験
者
な
ど
）

◆
応
募
・
問
合
せ

　
〒
６
７
７-

８
５
１
１

　
西
脇
市
郷
瀬
町
６
０
５

　
都
市
計
画
課

　
☎
市
役
所
内
線
２
８
５
・
２
８
６

　
　

22-

６
２
８
３

　
　

 toshikeikaku@
city.nis

　
　

 hiw
aki.lg.jp

西
脇
市
教
育
振
興
基
本
計
画
策
定
会
議

◆
応
募
資
格

①
市
内
に
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在

　
学
す
る
20
歳
以
上
の
方
（
平
成

　
30
年
４
月
１
日
現
在
）

②
平
日
開
催
の
２
時
間
程
度
の
会

　
議
に
出
席
で
き
る
方

③
本
市
の
他
の
審
議
会
等
の
委
員

　
で
な
い
方

◆
募
集
人
数　
３
人

◆
応
募
期
間

　
５
月
１
日
（
火
）〜
18
日
（
金
）

◆
会
議
の
内
容
（
年
４
回
程
度
）

　
教
育
振
興
基
本
計
画
に
関
す
る

重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
ま
す
。

◆
任
期

　
委
嘱
の
日
か
ら
審
議
終
了
ま
で

◆
会
議
の
構
成
員

　
20
名
以
内
（
学
識
経
験
者
、
各

種
団
体
の
構
成
員
な
ど
）

◆
応
募
・
問
合
せ

　
〒
６
７
７-

８
５
１
１

　
西
脇
市
郷
瀬
町
６
０
５

　
教
育
総
務
課

　
☎
市
役
所
内
線
５
３
２

　
　

23-
８
８
４
４

        kyouiku@city.nishiwaki.lg.jp

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
方
式
検
討
委
員
会

◆
応
募
資
格

①
市
内
に
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在

　
学
す
る
20
歳
以
上
の
方
（
平
成

　
30
年
４
月
１
日
現
在
）

②
平
日
開
催
の
２
時
間
程
度
の
会

　
議
に
出
席
で
き
る
方

③
本
市
の
他
の
審
議
会
等
の
委
員

　
で
な
い
方

◆
募
集
人
数　
２
〜
３
人

◆
応
募
期
間

　
５
月
１
日
（
火
）〜
18
日
（
金
）

◆
会
議
の
内
容
（
年
５
回
程
度
）

　
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
調
理
業

務
の
在
り
方
を
検
討
し
ま
す
。

◆
任
期

　
委
嘱
の
日
か
ら
審
議
終
了
ま
で

◆
会
議
の
構
成
員

　
15
名
以
内
（
学
識
経
験
者
、
各

種
団
体
の
構
成
員
な
ど
）

◆
応
募
・
問
合
せ

　
〒
６
７
７-

０
０
３
５

　
西
脇
市
上
戸
田
55―

３

　
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
☎
22-

６
０
４
１
（　
同
じ
）

       n-kyushoku@
city.nishi

　
　

 w
aki.lg.jp

共
通
事
項

審
議
会
等
の
委
員
を
募
集
し
ま
す

■
西
脇
市
地
域
福
祉
計
画
推
進
会
議

■
西
脇
市
都
市
計
画
審
議
会

■
西
脇
市
教
育
振
興
基
本
計
画
策
定
会
議

■
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
方
式
検
討
委
員
会

西脇市市民提案型まちづくり事業の概要

公開プレゼンテーションの概要
　西脇市まちづくり推進審議会のまちづくり活動審
査部会で企画書と公開プレゼンテーション（事業内
容、質疑応答）の内容を総合的に審査し、その結果
を参考に市長が決定します。
■とき　６月下旬～７月上旬（予定）
■ところ　生涯学習まちづくりセンター３階ホール
■内容
　各団体７分程度で事業の目的や概要をご説明いた
だき、審査員の質問にお答えいただきます。

まちづくり活動を応援します

◆昨年度に事業を活用してまちづくり活動を展開
した団体（順不同・敬称略）
NPO法人虹の会工房▷KTTC（黒田庄テーブル
テニスクラブ）▷NPO法人みなみ会▷西脇市民
オーケストラ▷NPO法人つなぐ▷へそまち文化
新聞編集室▷まろんぐらっせ▷西脇市吹奏楽団
▷マザーズスマイル

概 要 市民福祉の向上にきわめて効果的で、さらなる広がり
が期待できる事業の推進をサポートします。 

対象事業 
市内全域または複数地区を対象に実施する事業または

市内で成果を得るために不可欠な市外で実施する事業
で、団体が自主的、自発的に行う非営利で公益的な事業
を対象とします。 

助成額 補助対象経費の10割以下の額で上限30万円 

交付回数 
①補助金は１年度１団体１事業のみとします。 
②同一団体に対する補助金の交付は、３回を限度とし、
毎年度申請に基づく審査により決定します。 
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っ
て
い
ま
す
。
回
収
し
た
小
型
家

電
を
専
門
の
業
者
に
引
き
渡
し
、

資
源
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
使
わ
な
く
な
っ
た
も
の
を
処
分

す
る
際
に
は
、「
捨
て
る
」
の
で
は

な
く
、
資
源
の
「
再
利
用
」
に
つ

い
て
意
識
し
た
い
も
の
で
す
。

■
市
内
の
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク

　
ス
の
設
置
箇
所

・
西
脇
市
役
所

・
北
は
り
ま
農
産
物
直
売
所
（
北 

　
は
り
ま
旬
菜
館
）

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
比
延

　
地
区
会
館（
こ
み
せ
ん
比
也
野
）

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
黒
田

　
庄
地
区
会
館（
黒
っ
こ
プ
ラ
ザ
）

・
北
播
磨
清
掃
事
務
組
合（
み
ど

　
り
園
）

※

各
施
設
の
開
館
時
間
に
ご
利
用

　
い
た
だ
け
ま
す
。

　
携
帯
電
話
な
ど
の
小
型
家
電
に

は
、
金
や
銀
な
ど
の
有
用
な
金
属

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
小
型
家
電
で
、
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
も
の
は
、
ま
ち
（
都
市
）
に

あ
る
鉱
山
と
い
う
意
味
で
、「
都

市
鉱
山
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
日
本
全
体
で
１
年
間
に
使
わ
れ

な
く
な
っ
た
小
型
家
電
は
、
約
65

万
ト
ン
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
金

額
に
す
る
と
約
８
４
４
億
円
に
上

り
ま
す
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
製

品
も
含
め
て
国
内
の「
都
市
鉱
山
」

は
、
金
が
６
，
８
０
０
ト
ン
（
世

界
の
貯
蔵
量
の
約
16
％
）、銀
が
６

万
ト
ン
（
同
約
23
％
）
あ
り
、
世

界
の
資
源
国
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
量

が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
有
用
な
資
源
を
そ
の
ま
ま
捨
て

て
し
ま
う
の
は
、
と
て
も
も
っ
た

い
な
い
こ
と
で
す
。
み
ど
り
園
で

は
公
共
施
設
に
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を

設
置
し
、
小
型
家
電
の
回
収
を
行

第
13
話
　
〜
小
型
家
電
回
収
に
つ
い
て
〜

ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト
通
信

「
都
市
鉱
山
」っ
て
ご
存
じ
で
す
か

小
型
家
電
の
回
収
に
ご
協
力
を ■

環
境
課
（
☎
22-
３
１
１
１
）


